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「三田学会雑誌」91卷 3 号 （1998年10月）

中世イングランドにおける小都市

酒 田 利 夫

は じ め に

中世イングランド社会経済史に関する最近 

の研究において，農村における商業化が特に 

強調され， こうした動向との関連で，従来 

大 • 中都市と比較してその研究が遅れてきた 

小都市に関する関心が高まってきているが， 

小都市に早くから関心を示してきたのはR.
ヒルトン教授であり，多くの研究を発表して

( 1 )

きている。

本稿は，中世イングランドにおける小都市 

研究の出発点として， まずこれらヒノレトン教 

授の研究に基づき，その人口，経済，社会， 

および政治の諸側面を明らかにして，その復 

元を試みるとともに，教授の所説に若干のコ

メントを加えんとするものである。

i ヒルトン教授によれば，中世イングラ 

ンドにおける都市化は低い水準にあったので 

あり，1370年代の後半において，人口 8 千人 

〜 1 万 5 千人の大都市は僅かに4 都市， 5 千 

人〜 8 千人の都市は8 都市，そして2 千人〜 

5 千人の都市も僅か27都市にすぎなかったの 

である。 しかしながら，人口500人〜 2 千人 

の 小 都 市 （バ ラ b o r o u g h )は約5 0 0を数え， 

バラたる地位を有さないより多くの市場町 

(market T o w n )が存在した。さらに，週市 

の開催される多くの村落市場 （village m ar
ket) が存在したのであり，その存在は経済

( 1 ) 中世イングランド社会経済史に関する最近の注目すべき研究として，さしあたり著書および論文 

集だけでも以下のものがある。Britnell (1993); Britnell & Campbell (1995): Britnell & Hatcher 
(1996); Campbell (1991); Campbell et al_ (1993); Dyer (1989); (1994); H allam  (1988); McIntosh (1988) 
M iller (1991); M iller & Hatcher (1995); Poos (1991)•尚，酒 田 （1 9 9 7 )も参照。また，ヒ ノレトン教授 

の小都市に関する研究には，以下のものがある。Hilton (1966), chap. 7 ; (1975), chap. V ; (1982a); 
(1982b/85c); (1982c/85c); (1984); (1985a); (1985b); (1985c).
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のかなりの程度の商業イ匕を示しているのであ
( 2 )

る。

かくして， ヒルトン教授が小都市に関する 

考察を行うにあたり，対象とするのはミツド 

ランド西部地方（同地方における市場開催地に 

ついては巻末の付図参照）であり，地域レべ 

ルでの考察が以下の理由から最良であるとさ 

れる。すなわち，まず第1 にイングランド全 

体にわたる情報が十分に収集されていないこ 

ともさることながら，第 2 に地域差が存する

からであり，第 3 に地域レベルでこそ商業化
( 3 )

がもつ意味を良く評価できるからである。

ミツドランド西部地方のグロウスターシャ， 

ウォリツクシャおよびウースターシャの3 州 

には， 1300年までにその殆どがバラである40 
の小都市たる市場町が存在したが，グロウス 

タ一シャのソーンベリ（Thornbury) ，ウ一 

スタ一シャのイーヴシャム（Evesham) およ 

びへイルズオウエン（H a le s o w e n )の 3 都市 

(巻末付図参照）が，特に個別事例として取り 

上げられるのである。

i i まず，小都市の人口規模について，イ 

— ヴシャムについては地代帳（rentals) より 

1200年までに千人を越えていたであろうこと 

が指摘され，上述の箇所においては人口500

人から 2 千人を /J415市とされているが，それ 

以外の箇所においてはすべてヒルトン教授は， 

人口千人以下を小都市として考察を加えてい 

る。そして，ソ一 ンベリおよびヘイルズオウ 

エンについては1349〜50年の黒死病流亍以前 

においては500人を大きく越えることはなか

ったとし，その下限については500人として
( 5 )

いるのである。

次に，こうした小都市人口の補充について， 

まずイーヴシャムについて人口の増加が13世 

紀を通じてほぼ確実に続いたことが指摘され 

ると同時に，その増加が主として農村からの 

移入によることが，1275年および1332年の課 

税 記 録 （tax returns) に現れる担税者の姓の 

各々 4 分の 1 および 2 分の 1 が農村出身を示

L ( 6 )
すものであることから主張されるのである。 

さらに，こうした農村からの人口移入につい 

ては，他の 2 都市についてより詳細な検討が 

加えられる。すなわち， まずバラたる地位を 

獲得した 2 〜 3 年後の1272年から15世紀の末 

まで，1 2 8 3 ~ 9 3年の一時期を除いて，ほぼ連 

続的にバラ裁判所の記録（the borough court 
r e c o r d s )がマナ裁判所記録（the manor court 
records) に残存しているという点で史料に 

恵まれているヘイルズオウエンについて，そ 

の大部分は当該都市から半径5 マイル以内の，

( 2 ) Hilton (1982c/85c), p. 195.
( 3 ) H ilton (1982c/85c), p. 195.
(4  ) H ilton (1985a). p. 6 .ここで40小都市という数字は，1300年までに市場開設特許状が付与された120 

箇所のうち，約80箇所が農村市場であったことから得られているが，別の論稿では，当該3 州には 

47のパ'ラと112の村落市場が存在したとしている。H ilton (1982c/85c), pp. 195-6.
( 5 ) H ilton (1982b/85c), pp. 187, 189; (1982c/85c), p. 202; (1984), p. 5 3 ;(1985b), p. 175.
(6  ) H ilton (1982b/85c), p. 189.
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主として同マナ内の定住地からの移入であり， 

バーミンガム等より遠隔の地からの移入は極 

めて少数にすぎなかったことが指摘される。

この点についてはソーンベリの場合にも同 

様で，殆どが当該都市から半径5 〜 6 マイル 

以内からの移入であったこと，同時に遠隔地，

特にウェールズ地方からの移入もあったこと
(8)

が指摘される。 また，ヘイルズオウェンにつ 

いては，1272〜 1350年間における移入者のお 

そらく 4 分の 3 が女性であったこと，そして 

大量の移入民を迎えて極めて多数の都市住民 

が 下 宿 屋 （lodging h o u s e s )に転じ，下宿人，

特に女性の行商人（hucksters) の保証人とな
( 9 )

っているとの興味深い指摘がなされている。

さらに，ヘイルズオウェンにおいては，大 

量の移入民が騒動を引き起こしたことが指摘 

される。領 主 代 理 （s te w a r d )や陪審は，迅 

速に新来者を追い返したが，かれらは再来し 

たのであり，保証人をみいだして屋台保有者 

( s ta ll-h o ld e r )として成功し，やがて市民た 

る 地 位 （burgess status) を得たであろうとさ 

れる。市 民 権 （l ib e r t y )は，都市的土地保有 

に よ る 家 屋 （tenem ents) の取得あるいは屋 

台の賃借によって獲得しえたのであり， 1 年

から生涯にわたる市民権の一時購入もしえた
(10)

と指摘される。ソーンベリにおいても，移入

民が騒動の原因となったが，それは移入民の 

多くを占める当該都市から半径5 〜 6 マイル 

以内からの移入民によったのではなく，より 

遠距離，特にウェールズ地方からの移入民が 

引き起こしたのであり，さらに興味深いのは， 

黒死病流行の前後で問題の性格が変化を示す 

ことである。すなわち，ウェールズ地方から 

の移入民は賃金労働者であり，主としてかれ 

らをバラに受け入れた宿屋（innkeepers) , 下 

宿屋あるいは雇用者が告発者として現れたが， 

黒死病流行以後においてはそうした告発は全 

く現れず，むしろ奉公人や徒弟の引き抜きが 

現れるのであり，移入民の洪水よりも労働力 

不足が問題となっていることが知られるので 

あり，領主は秋季に都市住民が仕事を求めて

都市を離れることを禁止する一連の命令を発
(11)

しているである。

i i i ヒルトン教授は， 13世紀末には，中世 

インダランドの都市の少なくとも3 分の 2 ， 

おそらく 4 分の 3 が小市場中心地であったこ 

と，あるいはパ'ラの約 3 分 の 2 が領主都市 

(seigneurial b o r o u g h s )であり，その大部分

が小市場町であったと述べているように，小
(12)

都市には，何よりもまず市場が存在した。イ 

ーヴシャム修道院の年代記（the Choronicle

( 7 ) H ilton (1982c/85c)，p. 199-200.
( 8 )  Hilton (1982c/85c), pp. 202.ソーンベリは，1262年以前にバラたる地位を獲得しながらも1324年ま 

でバラ裁判所記録は残されてぉらず，また欠落も特に1360年以前については多いが，残存する記録 

は十分かつ詳細で，ヘイルズオウエンとの有用な比較が可能であるとされている。ibid.
( 9 ) H ilton (1982c/85c), p. 200.
(10) H ilton (1982c/85c), p. 200.
(11) H ilton (1982c/85c), p. 203-4.
(12) Hilton (1982b/85c), p. 187; (1985b). p. 180.
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of Evesham A b b e y )によれば，すでにイ一ヴ 

シャムは1055年に国王から市場開設権を得て

おり， またソーンベリも1086年のドゥムズデ
( 1 3 )

ィ検地帳において市場を有していた。これら 

は極めて早期の例といえるが，小都市は，何 

よりも小農家族 (peasant fam ily household)
の余剰生産物が貨幣に換えられ，かれらが塩

や工業製品を購入する場であったと指摘され
( 14 )

るのである。

そして，主として飲食料品を扱った小行商

人が，中 •小市場町で特に顕著であったこと
( 15 )

が指摘されるが，小都市を農村と区別する際

だった特徴は，2 0〜30の非農業職種の存在で 
( 16 )

あった。まずイーヴシャムの場合，すでにド 

ゥムズディ検地帳において，その住民は，通 

常 の 農 民 [villani、ではなく，イーヴシャム 

修道院の奉■公 人 [servientes curie) と記され 

る小土地保有者、bordarii) と同修道院に固 

定地代を貨幣で支払う人々から成っており， 

単なる農村とは異なる状況が窺えるが，その 

1 世紀後の12世紀末の地代帳によれば，パン 

屋，料理師，魚商，葡萄酒商，粉屋といった 

食料品職だけでなく，織布エ，縮絨エ，大工， 

鍛冶屋，羊皮紙製造エといった工業職を含む， 

少なくとも20の非農業職が示されているとい

う。次に，ヘイルズオウエンについては，前 

述の良質なバラ裁判所記録から，約35の非農 

業職種が知られ，それらは食料品•商業職と 

工業職とが半々であったこと，特に後者につ 

いてはリンネノレ工業への一部特化が指摘され 

るが，同時に多くの世帯がエール酒を醸造し， 

またパン屋や肉屋，あるいは皮揉エや锻冶屋 

といったリンネル織物業と無関係な世帯が亜

麻を生産し加工する等，兼業が顕著であった
( 1 8 )

ことが指摘される。 また，ソーンベリについ 

ては，1324年以降残存するバラ裁判所の記録 

から，小繊維工業 （a sm all textile industry)
の職種を含む2 0〜30の非農業職の存在が示さ 

れるが，当該都市人口の指導的部分は肉屋お 

よび牧畜業者から成っていたこと，またバラ 

裁判所の陪審や役人（the jurors and officials 
of the court) といった都市エリートは主とし

て穀物商人や麦芽商人であったことが指摘さ
( 1 9 )

れる。

イ'—ヴシャムは， ドゥムズブィ検地帳にお 

いてはバラとされていないが，1066年の評価 

額は 3 ポンドであったのに対して，1086年に 

は 5 ポンド1 0シリングと評価され，さらにそ 

の後続いた発展は，地代帳によって明らかに 

なるのである。すなわち，前述の12世紀後半

( 1 7 )

(13) Hilton (1982b/85c), p. 187; (1985b), p. 177.
(14) Hilton (1985b), p. 180.
(15) Hilton (1982c/85c), p. 197.
(16) Hilton (1985b), p. 175.
(17) Hilton (1982b/85c), p. 188.
(18) Hilton (1982b/85c), p. 201.
(19) Hilton (1985b)，p _ 177• 但し，別の論文では，30〜35の職種がみられ，ソーンベリの職業構造およ 

び商工業機能がヘイルズオウエンのそれと極めて類似していたが，手工業者の比率がおそらくヘイ 

ルズオウエンよりも僅かに高かったであろうと指摘されている。Hilton (1982c/85c), p. 202.
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の地代帳によれば，エイヴォン川北側のニュ

一 . バ ラ （N ew  Borough) およびラインヒル

(Rynehill) , あるいは同川南側のベンジワ一

ス （B e n g e w o r th )とよばれる地域には，12
世紀における都市的土地保有に特徴的な12ぺ
ンスの貨幣地代を支払うかなりの土地保有者

(tenant or bo rd a rii)がみられたのであり，バ

ラとしての都市的発展を十分に窺えるのであ
(20) ^

る。またイーヴシャム修道院年代記に収めら

れている1206年の地代帳からは，明らかに市

場税および屋台料（tolls and stall rents) とし

て，毎週土曜日にイーヴシャム市場から5 シ

リング3 ペンスの収入があったことが示され
(21)

ている。さらに12世紀の同修道院の記録集 

(c a r tu r a r ie s)には，織 物 エ （textile crafts
men) の存在が示されているし，1275年の国 

王裁判所の記録 (proceedings before the royal 
j u s t ic e s )には， 1 名の染色エおよび 8 名の 

毛織物販売違反者に関する言及があり，さら 

に1400年の毛織物検査官の記録 (accounts of 
the royal u ln a g e r s )には，ウ一スタ一の46名 

についで多い36名もの毛織物販売者が現れて

おり，イーヴシャムが毛織物工業の中心地で
(22)

あったことが、知られるのである。 このように 

多くの小都市は， まず市場中心地に起源を有 

し，その後バラ，それも多くの場合領主バラ

として，1 2〜13世紀には多様な非農業職種を

含む商工業中心地としての発展を示したので
( 2 3 )

める。

II

i 前節においては，小都市の人口および 

経済的側面について述べたので，本節におい 

ては政治 • 社会的側面を併せて検討したい。

まず小都市の統治について，その中心とな 

つたのがバラ裁判所（the borough court) で 

あった。イ'— ヴシャムにおいては，当該領主 

たるイーヴシャム修道院長によって任命され 

た領主代理の主宰する，ポートムート（port- 
moot) として知られるバラ裁判所が，マナ 

裁判所と同様に，年に1 2〜13回開廷され，十 

人組検 査 （view  of frankpledge) を体現する 

リート裁判所 (the court l e e t ) が年に 1 ~  2 
回開廷されたのであり，これはヘイルズオウ

エンおよびソーンべリにおいても同様であつ
( 2 4 )
た。前者においては，土地，債 権 • 債務•権  

利侵害，契約に係わる訴訟が処理され，法 

(b y - la w a s )が制定され，醸造業者やパン屋 

等の食料品業者の品質規定（assize) の違反 

等が裁かれ，後者においては，暴行，障害な 

どの小刑事裁判がなされたが，両裁判所の領

(20) H ilton (1982b/85c), p. 189.
(21) Hilton (1982b/85c), p. 189.
(22) H ilton (1982b/85c), p. 191.
( 2 3 ) 但し，こうした市場を起源とする小都市の発展よりも遅れて，工業村落を起源とする小都市の発 

展という別のタイプがあったことが，その研究の遅れとともに指摘されるが，12〜13世紀における 

小都市の発展は，ここに述べた前者のタイプであった。Hilton (1985b)，pp. 175-6.
(24) H ilton (1982b/85c), p. 192; (1982c/85c), p. 199; (1985b), p. 177.
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域区分は必ずしも明確ではなかった。小都市 

の日常的な行政は，ベイリフによって担われ 

ていた。イーヴシャムにおいては， 2 名のべ 

イリフが都市住民によって選出されていたが， 

おそらく  S t. L a u r e n c e教 区 お よ び A ll
S a in t s教区の両教区が，都市行政上の市区

( 2 6 )( w a r d s )とされていたようである。

一部の領主バラにおいては，バラ裁判所の 

陪審や役人を務めた都市エリ一トは，一種の 

景多の政府 la sort of shadow governm ent) と 

いうべきギルドないしフラタニテイ（gild or 
fr a te r n ity )に結集した。ストラットフォー 

ド •ア ポ ン • エ イ ヴ オ ン （Stratford-upon- 
Avon) の聖十字ギルド（the H oly Gross Gild) 
が，そうしたギルドの代表的なものであるが， 

イーヴシャムにおいても，16世紀に聖三位ギ

ル ド （H oly Trinity Gild) の土地に言及され
( 2 7 )

た史料があり，その存在を窺える。前述のよ 

うに，ソーンベリの都市エリートは，主とし 

て穀物商人や麦芽商人であったが，かれらは

同市に存在した小工業には殆ど関係していな
( 2 8 )

かったことが注目される。

i i 前述のように，小都市の殆どは，市場 

町であるとともに，領主バラであった。 ヒル 

トン教授が研究の対象とするミッドランド西

(2 5 )
部地方においても，90パーセント近くのバラ

が領主バラであり，その殆どが小市場町であ
( 2 9 )

ったと指摘されている。

イーヴシャムは，1086年のドウムズデイ検 

地帳においても，12世紀後半のイ一ヴシャム 

修道院の記録集においてもバラという記載は 

ないが，前述のように同時期の地代帳からは 

都市的土地保有に特徴的な12ペンスの固定貨 

幣地代支払者がかなり存在することが知られ

るのであり，イーヴシャム修道院のバラとし
( 3 0 )

てかなり古くから発展していたと思われる。 

ヘイルズオウエンも，イーヴシャムと同様，

ミッドランド西部地方に15存在した修道院バ 

ラ （m onastic b o r o u g h s )の一つで，1270年頃 

にプレモントレ修道会のヘイルズオウエン 

f多道院長 (the Prem onstratensian abbot of 
H a le so w en )によって建設され，ヘリフォード

市の特権 （the custom s of the city of Hereford)
( 3 1 )

が与えられている。これに対して， ソーンべ 

リは世俗領主のバラであり，13世紀後半，お 

そらく1243〜62年間に， グロウスター伯リチ 

ャ一ド . オヴ - クレア （Richard of Clare, Earl 
of G lo u c e s te r )が，当地に来るべき者に対し 

て，都 市 的 土 地 保 有 に よ る 屋 敷 （burgage 
tenem ents) と同様のバラたるテュークスべ 

リの特権（the priviledges of T ewkesbury) を

(25) Hilton (1982c/85c), p. 199.
(26) H ilton (1982b/85c), p. 192.
(27) Hilton (1982b/85c), p. 192; (1985b), p. 177.
(28) Hilton (1985b), p. 177.
(29) Hilton (1982b/85c), p. 187.
(30) Hilton (1982b/85c), pp. 187-8•さらに1295年および1337年には議会に代表を送っており，その後の 

都市的発展を十分窺うことができる。ibid., p. 188.
(31) Hilton (1982c/85c), p. 199.
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付与する宣言を行ってい^)。

これら聖俗都市領主は，軍備および国際的 

商業によってもたらされる奢侈品に対する支 

払のために増大する貨幣の必要を満たすベく， 

特に市場税およびバラ裁判所収入を必要とし

たのであるが， どの程度これらの小都市を支
( 3 3 )

配 • 統制しえたのであろうか。

この点についてヒルトン教授は，まずイー 

ヴシャムについては，ポートム一ト（バラ裁 

判所）の記録が欠如しており述べる事は困難 

としながらも，1369年の土地賃貸リスト 

(the list of l e a s e s )等より，イーヴシャム修 

道院長および修道会（the abbot and convent) 
が，農村と同様にバフの土地市場をよく統制 

しえていたようであり，中世後期においても 

封建制度が十分生きていたとするのであり， 

また領主権も十分保持されていたとする。す 

なわち，1362年にある住民が修道院の施物係 

(a lm o n e r )による 2 台のパン焼竃の独占を犯 

すようなハ。ン 焼 竃 （baking oven) を設置し 

た際，修道院長はこれを破壊させ， また1389 
年には数名の住民の有する麦芽製造のための 

碾 白 （q u e r s )を没収し，ほぼ同時期に自ら 

の麦芽用水車（malt m ill) を再建しているの
( 3 4 )

である。

こうした都市領主による統制の強さはヘイ

( 3 2 )
ルズオウエンにおいてもみられるのであり，

ノマラ裁判所における罰則として同マナにおけ 

る労働が課されたり（特に1320年代にそうし 

た賦課が増加)，婚 姻 税 （m arriage fines) が 

徴収されたのである。その結果，ヘイルズオ 

ウエン修道院長および修道会 (the abbot and 
the canons) と ノくラ1王 民 (the borough comm u
nity) との間に険悪な関係が生じたのであり， 

修道院長および修道会に対する悪口雑言や名 

誉棄損による都市住民の提訴が1274年を始め

としてしばしば裁判所記録に現れるのであ
( 3 5 )
る。 しかしながら，そうした車し蝶を示す記録 

は14世紀半までには殆どみられなくなるので

あり，領主とバラの間に一定の距離が形成さ
(3 6 )

れたようである。

ソーンベリにおいては，ヘイルズオウエン 

でみられたようなバラ領主に対する住民の敵 

意は，1349〜50年の黒死病流亍以前のバラ裁 

判所記録からは殆ど窺えないが，むしろ黒死 

病流ラ以後にみられはじめる。すなわち，原 

告 （suitors) が役人選出のための出廷を拒否 

したり，ベイリフと議論することを拒否した 

り，ベイリフの命令に従わないという事例や， 

陪審が告発を拒否したり，告発自体を裁判所 

記録から削除さえしたり，陪審自身が原告か 

ら侮辱されるという事例や， さらには領主か

(32) Hilton (1985b), p. 177.
(33) Hilton (1982c/85c), p. 196; (1985b), pp. 182-3•ヒルトン教授は，小都市の家屋および屋台の地代に

ついてはさして重要ではなかったとするが，農村の領民が小都市の市場において地代等支払のため 

の貨幣を入手しえたことの重要性を指摘する。H ilton (1985b), ibid.
(34) Hilton (1982b/85c), p. 192.
(35) Hilton (1982c/85c), pp. 201 - 2.
(36) H ilton (1982c/85c), p. 202.
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H ilton (1982c/85c), p. 203. 
H ilton (1982c/85c)，pp. 203-4. 
H ilton (1982c/85c)，p. 204.

「おいぼれ馬」（skate) と侮辱されるという
( 3 7 )

事例がバラ裁判所記録に現れるのである。そ 

して，そうした住民の一般的不満は，醸造業 

者 (b r e w e r s )お よ び 醸 造 酒 販 売 業 者 （tap
sters) の規制とも関連していたようである。 

すなわち，ェールの販売は，13世紀前半より 

いわゆるェール検査法（A ssize of A le) によ 

りマナ役人ないし都市役人たるェ一ル検査官 

(ale-tasters) によって品質がチェックされた 

後に，エール販売のサイン（ale-stake) を掲 

げた醸造業者 （brewer or brewestress) の家 

の外で公認の砰析（sealed and licensed m ea
sures of a gallon or half a gallon) で販売すベ 

きとされていたが， 1369年のバラ裁判所記録 

によれば，ソーンベリのすべての醸造業者が， 

ェール検査官による検査の前に醸造された最 

良のェールの3 分の 1 を貯蔵し，それを家の 

外では販売せずに，居 酒 屋 （tavern) たるそ 

の家にしばしばやって来る人々にのみ供して 

いる事実が，領主の理解を得るべく示されて 

おり，他方1370年の同記録には， 2 名の居酒 

屋 (taverners) が騷動の防止のためにかれら

の家ないし宿屋（hostelries) における営業を
( 3 8 )

禁止されているのである。また，ある女性醸 

造酒販売業者が，宿屋を経営し，不適当な時 

間たる夜間に聖職者や一般の人々をもてなし 

ていたと非難され，事実彼女は売春宿を経営 

していただけでなく，盗人をももてなしてい 

たためにバラからの追放処分をうけるが，彼

女はすぐにまたバラに戻ってくるのであり， 

この事実は，都市共同体から彼女が拒否され 

ているのではなく，都市共同体に対する領主

の規制には限界があったことを示している，
( 3 9 )

とヒルトン教授は指摘するのである。

結びにかえて

かくして， ヒルトン教授によれば，以上に 

みたミッドランド西部地方の事例は，商業化 

の進展によって与えられた経済的機会を如何 

にうまく掴んだかをよく示しているという。 

すなわち，その理由を簡潔に示すならば，ま 

ず重要なことは支配的な小農社会（predom- 
inatly peasant society) において小農に余剰 

があったということであり，貧しい賃金労働 

者から富裕な聖職者にいたるまで， 自らの必 

需品を自給できない人々の数が増加しつつあ 

ったということである。そして，支配層は， 

軍備および国際商業のもたらす奢侈品に対す 

る支払いのために貨幣をますます必要とした 

のであり，小農層にはそうした支配層の要求 

する地代，裁判手数料や罰金および税の支払 

いのために貨幣入手の必要が増大したのであ 

る。かくして，小市の市場を中心とする市 

場取引が必要となるのであるが，そのブーム 

は， 13世紀初めまでは，ファージング銅貨 

(farthings) といった小額貨幣の鋳造量の膨 

大な增加や考古学的な発掘量の増加に反映さ

7
 

8
 

9
 

3
 

3
 

3
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H ilton (1982c/85c), p. 196.
H ilton (1982c/85c)，pp. 196-7; (1992).
Keene (1989); (1990); (1995);酒 田 (1 9 9 7 )；(1998) ； Hilton (1983)，p. 25. 
Hilton (1996)，pp. 172-3 より.

—— 1 7 1 ( 54 7 )——

れているのである。領主は， まずは既存の非 

公的市場の公認たる市場開設権を獲得し，さ 

らに市場の奨励にとどまらず居住商工業者の 

団体の成長をも奨励するバラの建設を行うこ 

とによって，こうした商業化を領主経済に取 

り込んだのであり，こうした意味で小都市は， 

封建社会のなかで発展し，これを支えたと，
( 4 1 )

ヒルトン教授は主張するのである。

これに対してキーン博士は，すでに別稿に 

おいて紹介したように，そうした商業化の近 

代的性格を指摘するのであり，中世において 

すでにロンドンが近代的首都機能を確立して 

いたと主張されるのである。但し，この点に 

おいては， ヒルトン教授の主張が，主として 

諸修道院の大諸領が優位を占めたミッドラン 

ド西部地方の研究に基づくものであり，他方

( 4 0 )
キーン博士の主張が，先進的なロンドンの後

背地のそれに基づくものであるという，まさ
( 4 2 )

に地域差が留意されるべきであろう。

(1998年 7 月1 7日成稿）

[付記 ] 本稿は， 1998年 5 月1 5日に福岡メ 

ルパルクで開催された第 14回 「イギリス都 

市 • 農村共同体研究会」における報告に加筆 

したものであり，その際貴重なコメントを頂 

いた会員の方々に記して厚くお礼申し上げる。 

また本稿は，慶應義塾大学経済学部研究教育 

資金研究助成による共同研究「経済史におけ 

る都市盛衰の比較研究」における筆者の分担 

研究成果の一部である。

(経済学部教授）
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